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前 書 き 

 

原子力は、電力の供給等の面で重要な役割を果たす一方で、原子力災害が発生した場合、被

害は甚大であり、また、原子力事業所等から放出される放射性物質等は、人間の五感では感じ

得ないという特殊性があることから、その防災対策が特に重要である。 

防災対策については、平成 11 年９月に茨城県東海村の核燃料加工施設において、周辺住民の

避難等が要請された極めて重大な臨界事故が発生し、事故発生の初動段階での事故状況の把握

や対応の遅れ、国、地方公共団体及び原子力事業者の連携不足等の問題が明らかになった。こ

れを契機に、原子力災害対策を抜本的に強化するため、平成 12 年６月に原子力災害対策特別措

置法（平成11年法律第156号。以下「原災法」という。）が施行された。 

原災法においては、ⅰ）原子力災害の発生に備えた緊急事態応急対策拠点施設の指定、ⅱ）

現地において原子力防災業務を担う原子力防災専門官の配置、ⅲ）国、地方公共団体及び原子

力事業者の防災対策に係る連携の強化とともに、これら関係機関が一堂に会する原子力総合防

災訓練の実施等が規定された。 

また、原災法の施行と併せて、平成 12 年７月には、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律(昭和 32 年法律第 166 号。以下「原子炉等規制法」という。)の一部改正法が施

行され、その中で、原子力事業者による保安規定の遵守状況に係る検査制度が創設され、国は、

この検査に関する事務に従事する者として、新たに原子力保安検査官を配置することとされた。 

さらに、上述の臨界事故においては、複数の被ばく患者が発生し、原子力事業所の作業員の

人命が失われた。この事故の反省を踏まえ、原子力安全委員会において、原子力事業所等で発

生した被ばく患者の医療及び搬送体制について、検討が重ねられた結果、平成 13 年６月に「緊

急被ばく医療のあり方について」が取りまとめられ、これを受けて緊急被ばく医療体制の整備

が進められている。 

一方、平成 19 年４月、複数の原子力発電所をめぐる過去のデータ改ざん等原子炉等規制法等

に抵触した事実が明らかとなり、同法が確保しようとする安全が損なわれていた状況が判明し

た。さらに、同年７月には、新潟県中越沖地震による原子力発電所の被災に対する国の初動対

応についても課題が明らかとなっている。 

本行政評価・監視においては、これらの状況を踏まえ、まず、大規模地震発生時の国の初動

対応等について緊急に調査を行い、平成 20 年２月、経済産業省に対し、第一次勧告を実施した。 

また、今回は、原子力事業所の周辺住民等の安全・安心を確保する観点から、原子力の防災

業務全般を対象とし、特に、原災法等に基づく災害応急対策に関する業務の実施状況並びに原

子力防災専門官及び原子力保安検査官の業務の実施体制について、その実効性が確保されてい

るかなどの実態を調査し、関係行政の改善に資するために実施したものである。 
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